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障害者虐待が疑われた場合の対応フロー　※掲示用
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障害者虐待行為の疑い
を発見した者は、すみやか
に「担当者」へ連絡

※ここで言う担当者は
「生活支援員」

いかなる理由があっても
障害者の安全確保優先

相談・通報・届出受付表の記入
事実確認（担当者）

管理者

佐世保市

法人本部

ご家族等

調査

結果報告
→ご家族等
→法人本部
→虐待防止委員会

委員会
※虐待防止委員会


